
１２広報　ひがしちちぶ

くらしの情報

　国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療費などにあ

てる社会保障制度です。このたび、国民健康保険事業の安定かつ健全な運営のため、埼玉県国

民健康保険運営方針に基づき国民健康保険税率等を改正します。令和８年度からは子どもや子

育て世帯を社会全体で支える制度「子ども・子育て支援金制度」が始まり、子ども・子育て支

援金分が追加されます。ご理解とご協力をお願いします。

【改正の背景】

○保険税水準の統一

　埼玉県は令和５年１２月に「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」を策

定し、令和９年度からは県が示す「標準保険税率」※１により課税することと

されており、現在の村の保険税率と乖離しているため、令和７年度から段階的

に保険税率を見直しています。

○子ども・子育て支援金制度の創設

　全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、

子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。子ども・子育て支援金は加入する医療保険

の保険税（料）とあわせてご負担いただくことになります。

【改正内容】

※２ １８歳未満 (１８歳に達する日以降の最初の３月３１日以前までの子ども )の被保険者は

　　 均等割が１０割軽減されます。

※３ １８歳未満の被保険者の均等割額を１８歳以上の被保険者で均等に負担します。

【モデルケース１】

・世帯主４５歳 ･･･ 所得２００万円（単身世帯）（課税標準所得額 ･･･ １５７万円）

令和８年度の国民健康保険税率等が変わります

区　分 令和７年度 令和８年度 比　較

　　　医療給付費分
　　所得割 ５．０９％ ７．２０％ +２．１１％

　　均等割 ２９，３００円 ４０，０００円 +１０，７００円

　　後期高齢者支援金分
　　所得割 ２．６０％ ２．８０％ +０．２％

　　均等割 １４，７００円 １６，０００円 +１，３００円

　　　介護納付金分
 （４０歳以上６５歳未満）

　　所得割 ２．３３％ ２．５０％ +０．１７％

　　均等割 １６，６００円 １７，０００円 +４００円

 子ども・子育て支援金分
　　　　　※２

　　所得割 － ０．２４％ +０．２４％

　　均等割 － １，５００円 +１，５００円

　 18 歳以上
　均等割※３

－ ５０円 +５０円

区　分 令和７年度 令和８年度 比　較

　　 医療給付費分 １０９，２００円 １５３，０００円 +４３，８００円

　後期高齢者支援金分 ５５，５００円 ５９，９００円 +４，４００円

　　 介護納付金分 ５３，１００円 ５６，２００円 +３，１００円

子ども・子育て支援金分 － ５，３００円 +５，３００円

　　 合計（年間額） ２１７，８００円 ２７４，４００円 +５６，６００円

※１標準保険税率
について(県ＨＰ)


